
 

 
 

経済常任委員会 審査順序 

 

● 委員並びに職員の紹介 
 

● 付託議案について 
 

議案第 92号 令和３年度八戸市一般会計補正予算 

 ○歳出 

 
議案第9 3号 令和３年度八戸市自動車運送事業会計補正予算 

議案第9 6号 承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る八戸市市税の特別措置に

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

● 陳情審査 
令和３年陳情第10号 コロナ禍をのりこえるためにも女性の貧困など国のジェンダー平等施策の 

抜本的強化を求める陳情 

 

● 閉会中の継続調査について 

 

● その他 
 ・ 議会ふれあいミーティングへの出席委員について 

 

 

[経済協議会] 

○ 所管事項の報告について 

 １ 旧八戸シーガルビューホテル（土地・建物）の賃貸借契約の締結について 

２ 八戸市水産加工試作品製造支援事業について 

○ その他 

 ・ 協議会で報告を求めたい事項の取り扱いについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

款 項 摘       要 

第１条の歳出中 
  

２款 総務費 １項 総務管理費 ３目24節貿易振興基金積立金 

７款 商工費 

 

全部  



 

議案第 96号 

承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る八戸市市税の 

特別措置に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 改正の理由 

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第 26 条の

地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、固定資産税の課税免除の対象となる

施設の設置等に係る基本計画の同意日の期限を延長するとともに、その設置等の期限

について所要の改正をし、その他規定の整理をするためのもの。 

 

２ 改正の内容 

 (1) 固定資産税の課税免除の対象となる施設の設置等に係る基本計画の同意日の期

限延長と、その設置等の期限についての所要の改正（第２条関係） 

改正後 改正前 

地域経済牽引事業の促進に関する基本

計画の同意（当該同意が令和５年３月

31日までに行われたものに限る。）の日

（以下「同意日」という。）から同月 31

日までの期間 

地域経済牽引事業の促進に関する基本

計画の同意（当該同意が平成 31年３月

31日までに行われたものに限る。）の日

（以下「同意日」という。）から起算し

て５年を経過する日までの期間 

   

(2) 規定の整理 

 ア 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一

部改正に伴い、条例中で引用している同法の規定に条項ずれが生じることから、

当該部分を改めるもの（第１条関係）。 

改正後 改正前 

地域経済牽引事業の促進による地域

の成長発展の基盤強化に関する法律

（平成 19年法律第 40号。以下「法」

という。）第 25条 

地域経済牽引事業の促進による地域

の成長発展の基盤強化に関する法律

（平成 19年法律第 40号。以下「法」

という。）第 24条 

 

 イ 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第 25

条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、同省令の題名が改められた

ことから、条例中で引用している同省令の題名を改めるもの（第２条関係）。 

改正後 改正前 

地域経済牽引事業の促進による地域

の成長発展の基盤強化に関する法律

第 26 条の地方公共団体等を定める省

令 

地域経済牽引事業の促進による地域

の成長発展の基盤強化に関する法律

第 25 条の地方公共団体等を定める省

令 

 

３ 施行期日 

  公布の日 

経済常任委員会資料 

令和３年６月 1 0 日 

商工労働観光部商工課 



○経済常任委員会付託 

番  号 令和３年陳情第10号 受理年月日 令和３年５月25日 

件  名 
コロナ禍を乗り越えるためにも女性の貧困など国のジェンダー平等施

策の抜本的強化を求める陳情 

提 出 者 

八戸市鳥屋部町１-２ 板橋ビル３階 

新日本婦人の会八戸支部 

支部長 一山 恭 

紹介議員  

要   旨 

 新型コロナウイルス感染拡大は、国民の命や暮らしの基盤の脆弱さとともに、とりわ

け女性の貧困や失業、ＤＶ、自殺者の急増など日本のジェンダー平等施策の遅れを浮き

彫りにしました。 

 コロナ禍での女性の困難の大本には、非正規雇用を女性雇用労働者の56%にまで広げた

働き方の問題があります。現政権は労働法制の緩和を重ね、女性活躍と言いながら、雇

用の調整弁として女性を低賃金で不安定な非正規労働に追いやってきました。社会保障

制度の後退や、保守政治家など根深く残る女性蔑視とも重なって、女性の生きづらさを

深刻にしています。 

 日本は、世界経済フォーラムが毎年発表している男女平等ランキングで、順位を年々

下げ、2019年は世界153か国中121位と過去最低（2020年120位）です。女性の権利を国際

水準にの願いと運動が高まっています。コロナ禍を乗り越えるためにも、国が雇用や社

会保障制度、税金の使い方を抜本的に見直し、ジェンダー平等施策を強化することが求

められます。 

 以上の趣旨に沿って、下記について、国に対する意見書を採択してください。 

 

 

１．女性労働者が多くを占める医療や介護、保育など社会的に必要不可欠な職業（エッ 

 センシャルワーク）へのふさわしい賃金と労働条件を保障すること 

２．非正規雇用でなく正規雇用が当たり前となるよう規制を強め、無権利の働き方を広 

 げる雇用によらない働き方の推進をやめること。最低賃金を時給1500円以上に引き上 

 げ、全国一律最低賃金を創設し、そのための中小企業支援を行うこと 

３．新型コロナウイルス感染収束のため、非正規も含め雇用を守る各種補償制度や、休 

 業助成金など女性支援制度を延長、拡充すること 

４．セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントをなくすため、ハラスメント 

 の禁止を明記した法整備を行い、ＩＬＯハラスメント条約を批准すること 
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令和３年陳情第１０号 

コロナ禍をのりこえるためにも女性の貧困など国のジェンダー平等施策の 

抜本的強化を求める陳情 

 

陳情項目１ 女性労働者が多くを占める医療や介護、保育など社会的に必要不可欠

な職業（エッセンシャルワーク）へのふさわしい賃金と労働条件を保

障すること 

 

１ エッセンシャルワーカーについて 

  （コロナ下の女性への影響と課題に関する研究会（Ｒ2.9～）：内閣府男女共同参画局） 

（１）現 状 

・コロナ下で、医療、介護、保育の従事者などのいわゆるエッセンシャルワーカー

の社会的重要性を再認識 

・女性の割合：看護師（92％）、訪問介護員（78.6％）、施設介護職員（70.1％） 

（２）課 題 

・こうした人々が、コロナ下で高いリスクにさらされ続けながら、患者や利用者の

ケアにあたっており、処遇面や働く環境が厳しい状況にあることから、処遇の改

善に向けた取り組みが必要 

  ・政府に対し、新型コロナウイルスの新規感染者数の増加を背景に、女性を取り巻 

く労働環境等の悪化やエッセンシャルワーカーを始めとしたテレワークの導入が

困難な職業に従事する方々の状況に鑑み、「いわゆるエッセンシャルワーカーの処

遇改善等を十分考慮すること」を提言（緊急提言 R2.11） 

（３）方針・対応 

   ・国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策（閣議決定 R2.12.8） 

「医療提供体制の確保と医療機関等への支援により、感染症との闘いの最前線立

ち続け、献身的に尽力している医療や介護の現場の方々をしっかりと支援す

る。」 

     ・令和3年度予算編成の基本方針（閣議決定 R2.12.8） 

「感染症との闘いの最前線に立ち続ける医療や介護の現場の方々の献身的な貢献

を支えるため、医療提供体制の強化・検査体制の確保をはじめとする新型コロナ

ウイルス感染症の拡⼤防止策とともに、（中略）、重要な政策課題への対応に必

要な予算措置を講じ、財政健全化への着実な取組を進めつつ、メリハリの効いた

予算編成を目指す。」 

  

経済常任委員会資料 
令和３年６月１０日 
商工労働観光部産業労政課 
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陳情項目２ 非正規雇用でなく正規雇用が当たり前となるよう規制を強め、無権利

の働き方を広げる「雇用によらない働き方」の推進をやめること。最

低賃金を時給 1500円以上に引き上げ、全国一律最低賃金を創設し、そ

のための中小企業支援をおこなうこと 

 

１ 非正規雇用について（厚生労働省ホームページから） 

（１）現 状 

・非正規雇用：勤め先の呼称で、「パート」「アルバイト」「派遣社員」「契約社員」

「嘱託」など。H22 年以降増加していたが、R2 年減少。約 2,090 万人。 

・「パート」「アルバイト」が増加・65 歳以上の割合が高まる 

 （２）課 題 

・正社員として働く機会がなく、非正規雇用で働ている「不本意非正規雇用」の割

合が非正規雇用者全体の 11.5％（2020 年平均） 

・正規雇用労働者に比べ賃金が低い 

 （３）方針・対応 

・正社員転換・待遇改善実現本部の設置（H27.9.24）：厚生労働大臣を本部長として

非正規雇用労働者の正社員転換等を加速 

・正社員転換・待遇改善実現プラン策定（H28.1） 

 

２ 雇用によらない働き方について 

（１）現 状 

・「雇用関係によらない働き方」：従来の「日本型雇用システム」一本鎗ではなく、兼

業・副業や、フリーランサーのような働き方（世耕大臣発言 H28.10.20） 

・ポストコロナの時代の働き方として、多様な働き方への期待が高まる傾向にあり

フリーランスという働き方が拡大。試算人数 462 万人（内閣官房調査 R2.2） 

（２）課 題 

    ・これらの働き方の拡大に伴い、働く人の環境整備のためのルール整備が必要 

（３）方針・対応 

 ・ガイドライン作成：契約書面の不交付等が独占禁止法上不適切であることや、労働

関係法令の適用関係を明確化（厚生労働省 R3.3） 

・下請代金法の改正を含めた立法的対応を検討 

・労災保険（特別加入）等の更なる活用等を検討 
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３ 最低賃金制度について 

（１）概 要 

・最低賃金法による、使用者が支払わなければならない賃金の最低限度額 

（２）最低賃金の種類 

① 地域別最低賃金 

・産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者に対

して適用 

② 特定最低賃金 

・特定地域内の特定の産業の基幹的労働者に対して適用 

・関係労使の申出に基づき、最低賃金審議会が地域別最低賃金よりも金額水準

の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について適用 

（３）方針・対応 

・働き方改革実行計画決定（働き方改革実現会議 H29.3.28） 

「年率３パーセント程度を目途として、名目 GDP 成長率にも配慮しつつ引き  

上げ、全国加重平均が 1,000 円になることを目指す。」 

 ・中小企業・小規模事業者に対する支援 

      ①生産性向上等の支援内容 

・業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金（団体推進コース）などの生

産性向上の取組に対する助成制度 

・働き方改革推進支援センターでの相談支援 

②生産性向上支援など賃上げしやすい環境の整備 

・キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金（人事評価改善等助成コー 

ス）、人材確保等支援助成金（設備改善等支援コース）などの賃上げに向け

た取組に対する助成制度 

・労働生産性を向上させた事業所に対する労働関係助成金の割り増し 

 

 

陳情項目３ 新型コロナウイルス感染収束のため、非正規も含め雇用を守る各種補

償制度や、休業助成金など女性支援制度を延長・拡充すること 

 

１ 各種助成金及び休業助成金について 

（１）現 状 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、国では、新型コロナウイルス 

感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症
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対応休業支援金・給付金の各種制度を実施 

・感染状況を踏まえ延長してきたが、これまでの原則的な特例措置を縮減するとと

もに、「感染が拡大している地域」「特に業況が厳しい企業」における特例を設置

して、6 月末まで延長 

（２）今後の方針 

・今回の宣言の延長を踏まえ、雇用調整助成金については７月も特別措置を継続 

（菅総理大臣記者会見 R3.5.28） 

 

 

陳情項目４ セクシュアル・ハラスメント、パワーハラスメントをなくすため、ハ

ラスメントの禁止を明記した法整備をおこない、ＩＬＯハラスメント

条約を批准すること 

 

１ ハラスメントへの対応について 

（１）現 状 

・労働施策総合推進法改正：職場におけるパワーハラスメント防止対策が事業主に

義務付け（H30.5） 

・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律改正：従来の職場でのハラスメ

ント防止対策の措置に加え、相談したこと等を理由とする不利益取扱の禁止や国、

事業主及び労働者の責務が明確化（R2.6） 

 （２）取 組 

・国：ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」を開設 

・都道府県：会社に相談しても対応してもらえない場合など、労働局（雇用環境・

均等部）が相談を受付 

 

２ ＩＬＯ（国際労働機関）ハラスメント条約について 

 （１）名 称   

   ・「仕事の世界における暴力とハラスメントの根絶」に関する条約 

 （２）概 要 

   ・仕事の世界における暴力とハラスメントの問題を扱う初の国際労働基準 

   ・どのような働き方であっても、暴力やハラスメントを受けたり恐れたりする必要

のない環境で働くことはすべての人の権利である 

 （３）条約の採択 

   ・第 108 回ＩＬＯ総会で採択（R1.6.21） 
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 （４）条約の発効 

   ・加盟国２か国が批准してから 12 か月後に効力を発生。ウルグアイ・フィジーが批

准したことから、12 か月後の R3.6.25 に発効 

（５）加盟国の実施すべき事項 

・法律によるハラスメントの禁止／執行及び監視の仕組みの確立／被害者の救済支

援の確保／制裁の規定 など 

（６）方針・対応 

・第 108 回ＩＬＯ総会では、「初めての国際基準ができた意義は大きい」とし賛成票

を投票 

・批准については、「条約と国内法との整合性などの観点から、さらに検討すべき課

題がある」としている 

 



令和３年６月15日 

 

   八戸市議会議長 森 園 秀 一 様 

 

 

                      経済常任委員長  高 山 元 延 

 

 

閉 会 中 の 継 続 調 査 申 出 書 

 

 本委員会は、次の件について閉会中もなお継続調査するものと決定したので、会議 

規則第１１１条の規定により申し出ます。 

 

○ 経済常任委員会（調査事項） 

件        名 期   間 理   由 

１ 商工業及び観光等に関すること 

２ 農林・畜産業及び水産業等に関すること 

３ 市場運営等に関すること 

４ 自動車運送事業運営等に関すること 

５ その他経済常任委員会の所管に属する事

項に関すること 

委 員 任 期 中 調 査 の た め 

 

  



 

 

 

旧八戸シーガルビューホテル（土地・建物）の賃貸借契約の締結について 

 

旧八戸シーガルビューホテル（土地・建物）について、昨年度の公募において借受予

定者として選定した㈱サンメディックスと賃貸借契約を締結したもの。 

 

 

１ 賃貸借契約の概要 

 (1) 貸 付 相 手  ㈱サンメディックス 

 (2) 貸 付 物 件  土地、建物及び構築物の一括貸付 

            土地 計２４筆 ９９,７７７．８８㎡ 

            建物 計 ９棟  ６,０６３．００㎡ 

            屋外施設構築物        一式 

(3) 貸付期間  令和３年６月１日から令和８年５月３１日まで（５年間） 

(4) 貸 付 料  ３，３２１，１７３円／年 

  (5) 契約締結日  令和３年５月３１日 

 

 

２ 今後の事業展開 

〇 ㈱サンメディックスでは、同施設を「宿泊拠点とアクティビティの複合施設」と

して、三陸復興国立公園に立地するホテルの再整備を目指す。 

 

〇 同社において、今後事業開始に向け準備を進めていく。開業時期については、新

型コロナウイルス感染症の感染状況を見ながら検討。 

 

経 済 協 議 会 資 料 
令和 3 年 6 月 10 日 
商工労働観光部産業労政課 



 

 

 

 

 

 

八戸市水産加工試作品製造支援事業について 
 

 

 

１ 趣旨       八戸市の水産物を使った加工品の開発支援を目的とし、試作品の製

造に要する経費を補助し、八戸市の水産物のブランド化の推進を図る。 

 

 

２ 対象者      八戸市内に住所を有する事業者 

 

 

３ 対象加工品    八戸港産サバを使用した既存商品ではない加工品で、サバの使用割 

合は 50％以上であること。 

 

 

４ 対象経費     試作品製造原材料費、アドバイザー招聘費、パッケージデザイン費、 

プロジェクト人件費、市場調査費 

 

 

５ 補助率      対象経費の１/２ 

 

 

６ 補助金額の上限額 75 万円 （１社１回） 

 

 

７ 事業認定見込数  ３社 

 

 

８ 募集期間     令和 3 年 6 月 14 日（月）から 令和 3年 7月 16 日（金）まで 

 

 

    

         

 

経 済 協 議 会 

令 和 ３ 年 ６ 月 1 0 日 

農 林 水 産 部 

水 産 事 務 所 



常任委員会の所管事項について 

 

 

１ 総務常任委員会 

⑴ 総合政策部（他の常任委員会の所管に関する事項を除く。）、まちづくり文

化スポーツ部、総務部、財政部、議会、選挙管理委員会、監査委員及び出納

室の所管に関する事項 

⑵ 教育委員会の所管に関する事項 

⑶ 他の常任委員会の所管に属しない事項 

 

２ 経済常任委員会 

⑴ 商工労働観光部及び農林水産部の所管に関する事項 

⑵ 交通部の所管に関する事項 

⑶ 農業委員会の所管に関する事項 

 

３ 民生常任委員会 

⑴ 福祉部、健康部及び市民防災部の所管に関する事項 

⑵ 市民病院の所管に関する事項 

⑶ 消防に関する事項 

 

４ 建設常任委員会 

・ 環境部、建設部及び都市整備部の所管に関する事項 
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